あらかわ地区まちづくり協議会有料広告募集要項

あらかわ地区まちづくり協議会
令和８年４月１日　制定

　地域経済の活性化と自主財源の確保を目的に、あらかわ地区まちづくり協議会有料広告掲載要綱（以下「要綱」という。）の規定に基づき、「あらかわ地区まちづくり協議会の発行する発行物」に掲載する有料広告（以下「広告」という。）を募集することに関して必要な事項を定めるものとする。なお、広告掲載に関する基準は、「村上市有料広告掲載に関する基準」を準用するものとします。

１　広告掲載媒体
[bookmark: _Hlk167873002](1)　あらかわらばん（発行部数：5,500部/回、発行回数：毎月15日発行　※1月号は休刊
　　　　　　　　　　配布先：荒川地区全戸配付（R7年2月時点対象戸数：3779戸）
地区内公共施設、村上市内各支所道の駅など
(2)　その他チラシ（発行部数：5,500部/回、発行回数：必要の都度随時）
　　
[bookmark: _Hlk167873304]２　広告応募資格
村上市有料広告掲載に関する基準第４条の規定により規制する業種又は事業者でないこと。

３　広告掲載基準
村上市有料広告掲載に関する基準第５条の規定に該当しないこと。

４　広告規格及び掲載位置など
	区分
	規格
	掲載位置
	募集枠数
	色

	通常枠
	縦  47mm×横  87mm
	表紙以外の
ページ下段
	２枠
	４色

	合併枠
	縦  47mm×横 177mm
	
	１枠
	４色


※応募状況により、枠数を拡大する場合がある。
※掲載場所の指定はできない。
※応募多数の場合は、抽選により決定する。

[bookmark: _Hlk169887119]５　広告区分と広告掲載料
　広告掲載料は次のとおりとする。なお、市内事業所とは市内に住所または営業所等を有するものをいい、市外事業所とはそれ以外のものをいう。
	区分
	地区内事業者
	地区外事業者

	通常枠
	  2,000円
	   2,500円

	合併枠
	  4,000円
	   5,000円


※広告掲載料は、消費税を含んだ金額である。


６　広告申込み手続き
(1)　広告の申込みは、随時行うことができる。
(2)　広告掲載の申込期限は掲載したい月の2カ月前の20日までに必着とする。
ただし、20日が土曜日または日曜日の場合は、その直前の平日とする。
(3)　応募方法は、有料広告掲載申込書（様式第１号）に必要事項を記入の上、掲載する広告の見本を添えて、直接又は郵送、Ｅメールで提出すること。(ＦＡＸ不可)
(4)　提出先
       あらかわ地区まちづくり協議会事務局（村上市荒川支所地域振興課自治振興室）
       〒959-3192　新潟県村上市山口444
       電話　0254-62-3102(村上市荒川支所　自治振興室)
       Ｅメール　arakawa@bz04.plala.or.jp

７　広告内容の審査と掲載の決定
(1)　申込み受付後、内容等について村上市有料広告掲載に関する基準に従って審査し、掲載の可否を決定する。
(2)　審査による可否は、有料広告掲載決定通知書（様式第２号）又は有料広告非掲載決定通知書（様式第３条）により通知する。
(3)　市内事業者を優先し、枠に空きがある場合に限り、市外事業者の広告を掲載できるものとする。
(4)　会長は、広告の内容について、必要に応じて申込者に対して修正を求めることができるものとする。

８　広告内容の責任
広告の内容に関する責任は、広告掲載者（以下、「広告主」という。）が負うものとする。

９　広告原稿（版下）の作成と提出
広告主は、掲載しようとする広告の原稿（版下）を作成し、あらかわ地区まちづくり協議会（以下「まちづくり協議会」という。）が指定する期日までに電子データで提出するものとする。

10　広告原稿（版下）提出方法
(1)　広告原稿（版下）の電子データは、ＧＩＦ、ＪＰＥＧ又はＰＮＧ形式で提出すること。
(2)　広告原稿（版下）の電子データは、原則としてＥメールに添付して提出するものとする。
     なおファイルサイズは、５ＭＢ以下で提出すること。都合により持参または郵送となる場合は、ＣＤ－Ｒに保存して提出すること。
   ※提出した媒体は返却しない。

11　広告掲載料の納入
広告掲載料については、有料広告掲載決定通知書（様式第２号）に記載された額を、あらかわ地区まちづくり協議会事務局（村上市荒川支所地域振興課自治振興室）に、掲載日の45日前までに、一括で納入すること。

12　広告掲載料の還付
一度納入された広告掲載料は還付しない。ただし、広告主の責に帰さない等、特別な理由があると理事長が認めたときは、この限りではない。

13　広告掲載決定の取消し
理事長は、広告掲載の内容が、要綱第３条に規定するいずれかに該当することとなった場合、又は次のいずれかに該当する場合、広告掲載の決定を取り消すことができる。取り消す場合は、有料広告掲載取消等通知書（様式第４号）で通知し、広告掲載料は還付しない。
(1)　指定する期日までに広告原稿（版下）の提出がない場合
(2)　納期限までに広告掲載料の納入がない場合

14　広告掲載の取りやめ
広告主は、自己の都合により広告の掲載を取りやめる場合は、有料広告掲載取りやめ申出書（様式第５号）により、会長に申し出ることができる。この場合において、広告掲載料は還付しない。

15　その他
この要項に定めるもののほか、広告掲載に際し、必要な事項は理事長が定めるものとする。

附　則
この要項は、令和８年４月１日から施行する。

様式第１号

有料広告掲載申込書
[bookmark: _Hlk167885038]
年　月　日　

あらかわ地区まちづくり協議会 理事長　様

（事業所等にあっては名称及び代表者職氏名）
住所
氏名
（担当者氏名）
TEL：
E-mail：

次のとおり有料広告を掲載したいので、広告案を添えて申込みます。
なお、広告掲載にあたっては、あらかわ地区まちづくり協議会有料広告掲載要綱、村上市広告掲載に関する基準及びあらかわ地区まちづくり協議会有料広告掲載募集要項の規定に違反しないことを約束し、あらかわ地区まちづくり協議会から広告掲載に関する指示があった場合には誠実に対応します。

記

１　広告掲載希望発行号　※掲載を希望する区分及び色にレ点を記入し、掲載希望発行号を記入。
	区分
	広告掲載希望発行号

	· 通常枠

[bookmark: _GoBack]□ 合併枠
	　　　　　　月号






２　広告案

３　その他
（１）広告が掲載されたこと、広告が掲載されなかったこと、広告が削除されたこと等によって発生した全ての損害について当方の負担において解決します。
（２）広告デザイン等の変更、掲載位置や順序が変更となった場合にも異議を申し立てません。

	暴力団ではないことの確認　　（該当する場合は、□にレ印を記入してください）

	□　申込者は村上市暴力団排除条例に規定する暴力団員又は暴力団と社会的に非難されるべき関係
を有する者ではありません



様式第２号

年　月　日　


　　　　　　　　　　　様


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　あらかわ地区まちづくり協議会 理事長　


有料広告掲載決定通知書

年　月　日付けで申込みのありましたこのことについて、次のとおり決定しましたので通知します。

記

１　広告掲載号　　　　年　　月　　日号


２　広告掲載料　　　　　　　　　　　円（消費税を含む）


３　広告掲載料の納期限　　　年　月　日


４　その他
(1)　あらかわ地区まちづくり協議会有料広告掲載要綱、村上市広告掲載に関する基準及びあらかわ地区まちづくり協議会有料広告掲載募集要項を遵守すること。
(2)　次の場合は、広告掲載の決定を取り消すことがあります。
     ア　指定した期日までに広告掲載料の納入がないとき。
     イ　指定した期日までに広告原稿（版下）の提出がないとき。


様式第３号

年　月　日　


　　　　　　　　　　　様


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　あらかわ地区まちづくり協議会 理事長


有料広告非掲載決定通知書

年　月　日付けで申込みのありましたこのことについて、次のとおり掲載できないことに決定しましたので通知します。

（非掲載の理由）




様式第４号
年　月　日　


　　　　　　　　　　　様


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　あらかわ地区まちづくり協議会 理事長


有料広告掲載取消等通知書

年　月　日付けで決定した広告の掲載について、次のとおり広告掲載の決定を取り消し又は掲載を中止します。

記

１　取消し又は中止する広告掲載号


２　取消し等の理由




様式第５号

有料広告掲載取りやめ申出書

年　月　日　

あらかわ地区まちづくり協議会 理事長　様


（事業所等にあっては名称及び代表者職氏名）
住所
氏名
（担当者氏名）
TEL：
FAX：
E-mail：

広告掲載を取りやめたいので申し出ます。
なお、広告掲載料について、有料広告掲載募集要項の定めるところにより処理されることを承諾します。

記

１　取りやめる広告掲載号


２　取りやめる理由


